
iii

は　し　が　き

本書は、主に若手弁護士から頂いた保全・執行に関する質問にそのま
ま回答する、あるいは質問を少しアレンジして回答するＱ＆Ａ形式の書
籍です。
Ｑ＆Ａ形式の書籍としては、既に裁判官が執筆した、江原健志・品川

英基編著『民事保全の実務［第４版］上・下』（金融財政事情研究会、
2021年）、中村さとみ・剱持淳子編著『民事執行の実務［第５版］不動
産執行編上・下』、同『民事執行の実務［第５版］債権執行・財産調査
編上・下』（金融財政事情研究会、2022年）という、「公式Ｑ＆Ａ」とで
もいうべきバイブルがあります。
本書執筆にあたり、浅学非才の身としては「これ読んでください」と

の回答しか思い浮かばず、どう書くか悩んでいたところ、「差押えの定
義って何だ？」という根本的疑問が生じました。条文を見ても「差し押
さえる旨を宣言しなければならない。」（民執法45条１項）等と書いてあ
るだけであり、書籍を読んでもクリアカットな定義を見いだせませんで
した。
ひらめきを得て、難しいことは公式に委ね、本当に初歩の初歩の、「保

全って何ですか？」ということから書けばよいのではないかと思い到り
本書を書き上げました。
もし、「公式Ｑ＆Ａ」に書いてあることが分からない、あるいは、そ

もそも保全・執行手続そのものが分からないという場合、本書は、その
ような読者を想定して執筆したものですので、少しお役に立てるかもし
れません。
お役に立てれば望外の喜びです。

令和５年９月
 弁護士　野村　創
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「保全」ってどんな手続？

保全手続って何ですか？

A
①強制執行（→ 9 ）に備えて、暫定的に現状を維持するため
の手続と②著しい損害・急迫の危険を避けるため、判決等を

取得する以前に、暫定的に権利者の望む結果を与える手続です。

1  民事保全と特殊保全

まずつまらないですが、定義から。民事（通常）訴訟の本案訴訟を前
提とする保全手続が「民事保全」です（民保法１条）。民事（通常）訴訟
以外の手続を本案訴訟とする保全手続が「特殊保全」となります。特殊
保全の例としては、行政事件訴訟における「仮の差止め」（行政事件訴訟
法37条の５第２項）や発信者情報開示命令申立事件を本案とする「提供
命令」（プロバイダ責任制限法15条）等があります（→ 47）。
ざっくり「保全手続とは何か？」と言われれば、冒頭のとおり、①と

②の２系統の回答となります。

2  民事保全の種類

大きく分けて、仮差押え（民保法20条）と仮処分（同法23条）がありま
す。
仮処分は、更に「係争物に関する仮処分」（同法23条１項）と「仮の地
位を定める仮処分」（同法23条２項）に分けられます。
本書では、以後、前者を「係争物仮処分」、後者を「仮地位仮処分」

と呼ぶこととします。
この２つ、名称的には同じ仮処分ですが、効果は全く異なります。

Q
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今までの説明を図示すると、次のとおりとなります（本書では、特に
断りのない限り、保全＝民事保全として記述を進めます）。

保全手続の全体像

　　　　　　　　　　　　　　　・仮差押え（上記回答①）

　　　　　　　　・民事保全　　・係争物仮処分（上記回答①）

　　　　　　　　　　　　　　　・仮地位仮処分（上記回答②）

　・保全手続

　　　　　　　　・特殊保全（仮の差止め、提供命令等）

3  保全手続の２つの機能

保全手続の説明としては、上記回答①と②のとおり、どうしても２系
統に分けて説明せざるを得ません。
これは、機能が異なる手続が「保全手続」という概念で括られている
ためです。
上記回答①の強制執行の準備として行われるのが仮差押えと係争物仮
処分です（→ 2 ）。
上記回答②の暫定結果を与えるものが仮地位仮処分となります。満足

的仮処分ともいいます。例えば、解雇された労働者が申し立てる「賃金
仮払い仮処分」や「抵当権実行禁止仮処分」等です。決定がなされれば、
暫定的に毎月賃金が支払われたり抵当権の実行（→ 13）が禁止される等
の効果が発生します。強制執行は前提となっていません。



50

受任時に依頼者には 
何を説明すべき？

保全事件を受任するにあたり、依頼者に絶対に説明しないと
いけないことは何ですか？

A
受任するということでは、次の３点かと思います。
①お金がかかること（担保として、比較的高額のお金をデポジッ

トする必要があること、登記を入れる保全執行では、登録免許税が必要

なこと）。
②暫定手続なので、狭義の保全では本案訴訟を提起し、最終的に

は強制執行する必要があること。
③本案訴訟で敗訴すると、担保が返還されないリスクが多少なり

ともあること。

1  お金がかかること

　保全手続では原則的に担保提供が発令条件になりますから（→ 7 ）そ
の金が必要です。そしてその金額ですが、詳しくは 34で説明するとして、
請求債権額あるいは対象目的物価額の10％～30％程度は見ておく必要が
あるでしょう。
　仮に、評価額1000万円の土地を仮差押えしようとすると、担保として
200万円は見ておく必要があります。
　また、登記を入れるタイプの保全執行（→ 20）の場合は登録免許税（登
免税）も必要になります。これは請求債権額の0.4％ですので、仮に1000
万円の請求ですと４万円になります。これは税金ですから返ってきませ
ん。
　「結構お金がかかる」と事前に依頼者に言っておかないと、「聞いてな
いよ」とトラブルの元になります。

QQ

22

51第 2章　受任時の注意点・費用に関する質問

2  暫定手続であること

　仮地位仮処分はともかく、狭義の保全は、強制執行準備手続に過ぎま
せんから（→ 1 ）、依頼者のご希望（お金の回収や建物明渡し）に応える
ためには、本案訴訟の提起が必須であること、相手方の任意履行や和解
が成立しない場合は、判決後の強制執行が必須であること、当然それら
にも費用（印紙代、郵券代、執行予納金に場合によっては登免税や執行屋料
金等）がかかること、つまり、「保全なんてほんの前座に過ぎず、発令
されても道のりは長いし、さらに追加でお金もかかるよ」ということを
説明しておく必要があります。

3  担保が返還されないリスクがあること

　担保は、違法・不当保全によって相手方が受け得る損害賠償のための
ものです。ですので、担保が戻ってくるのは（担保取消といいます。
→ 50）、基本的には本案訴訟で勝訴するか相手方が同意してくれる場合
です（民訴法79条１項及び２項、民保法４条２項）。
　従って、本案訴訟で敗訴すると理屈的には担保は戻ってこないことと
なりますが、この場合でも、相手方に権利行使催告（損害賠償訴訟を提
起せいとの催告）を行い、一定期間内に提訴がなければ、相手方が同意
したものとみなして担保取消が認められます（民訴法79条３項、民保法４
条２項）。
　現実問題として、「違法保全と相当因果関係のある損害が発生してい
るのか？」という問題がありますし、その立証も難しいです。相手方が
損害賠償請求訴訟を提起することは極めてレアな事態であって、実際に
は99％担保は返ってきますが、理屈上、本案敗訴の場合は、無返却とな
るリスクがあることも説明しておく必要があります。
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預貯金に対する第三者 
からの情報取得手続って 
どうやるの？

預貯金に対する第三者からの情報取得手続のやり方や流れを
教えてください。

A
アバウトには、次のとおりです。
申立て→情報提供命令発令→銀行等からの情報提供書（回答）

返戻→債務者への情報提供通知

1  申立て

（１）要件
　要件としては、財産開示手続（→ 64）と同じです。
　２号要件で実施する場合、財産調査報告書（後記２参照）の添付が必
要で、その運用も財産開示手続と同じです。高度な探索的調査までは不
要ですが、１回だけやたら厳しい裁判所に当たり、「債務者に連絡して
勤務先を確認しろ、できない場合はその理由を書け」と言われたことが
あります。それを求められると、手続の密行性（→ 65）が担保できなく
なると思います。

（２）申立書
書式は、東京地裁のWebサイトを参照してください。
https://www.courts .go . jp/tokyo/saiban/minzi_section21/

zaisankaizi/index.html
　この書式が全国的に使われているようですが、裁判所によって、細か
い点の修正を求められることがあります（「第三者目録」とタイトル付け
るように、等の修正です）。

Q
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（３）対象とする金融機関の選定
　これが手続の肝です。
　１通の申立てで、全国津々浦々の金融機関（ざっと数えてみたら1000行
以上あります）に網羅的に情報提供を命じる制度ではないので、債権者
の方で、どの金融機関を対象とするか（どこに預金がありそうか）、目星
を付けておく必要があります。ここが悩みどころですが、その考え方の
一例を示せば、次のとおりです。ⅱは、生活圏をベースに、金融機関の
種別に応じて、いくつか抽出していくという考え方です。
ⅰ 　給料振込口座や各種代金、料金等の送金口座、Webサイト記載
の取引銀行、その他の状況からある程度取引金融機関が分かってい
る、あるいは推測できる場合はその金融機関。

ⅱ 　全く目処がない、あるいはⅰの補足として、地域の実情（都市部
か地方か、店舗数が多い金融機関はどこか）、債務者の属性（個人か個
人事業者か法人か）等でウエイトを加味しつつ、次のａ～ｅのグルー
プからそれぞれ１行～数行をチョイスして、総数として10行程度を
選定する。予算的に許容できるならもっと増やしてもよいでしょう。

　　　ａ　ゆうちょ銀行
　　　ｂ　メガバンク（都市銀行）
　　　ｃ　住所地・勤務先の地銀・第二地銀
　　　ｄ　住所地・勤務先の信用金庫・信用組合・労金・JAバンク
　　　ｅ　ネット銀行（主に個人の場合）

（４）債務者の特定に資する情報
　これも重要です。
　金融機関は、氏名、生年月日、住所で預金当口座の有無を照会します
が、現在の氏名等だけでは、旧姓で開設した口座、旧住所で開設した口
座がヒットしない（債務者との同一性を確認できない）場合があります。
　ですので、債務者の特定に資する情報として、旧姓や旧住所がないか、
戸籍、あるいは戸籍附票等を取り寄せて調査し、ある場合は可能な限り
これら情報を申立書（当事者目録）に記載して、漏れがないようにします。


